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1. 落札者決定基準の位置付け 

本落札者決定基準（以下「本書」という。）は、札幌市（以下「本市」という。）が「市営住宅光
星団地５号棟耐震改修ほか改善事業」（以下「本事業」という。）の民間事業者の募集及び選定にあ
たり、入札しようとする者に交付する要求水準書に基づくものである。 

また、本書は事業者の選定にあたって、要求水準書等の内容を踏まえ、入札参加者のうち最も優
れた提案を行った者を客観的に評価し選定するための方法、基準等を示すとともに、入札参加者が
作成する提案に具体的な指針を与えるものである。 

 
2. 落札者決定の手順 

本事業における落札者決定にあたっての手順は以下のとおりとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図１ 落札者決定の手順 
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入札書及び技術提案書等の提出 

プレゼンテーション・ 
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落札者の決定 

技術提案書審査 

入札価格の確認 
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入札上限価格の超過した場合 

失格 
要求水準書の未達の場合 

【一次審査】 

【二次審査】 
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3. 参加資格審査 

本市は、入札参加者から提出された参加資格審査申請書類により、入札説明書に記載した入札参
加者が満たすべき参加資格要件の具備を確認する。確認の結果は、入札参加者の代表企業に対し通
知する。なお、参加資格要件の具備が確認できない場合は失格とする。 

 
4. 提案審査 

4-1 審査の方法 

落札者決定に当たって、二段階の審査により実施し、一次審査として参加資格審査、二次審
査として提案審査（入札価格の適格審査、技術提案書の審査、総合評価値の算定）を行う。な
お、参加資格審査は、提案審査のための提案書類を受け付ける入札参加者を選定するためにの
み用いることとし、参加資格審査の具体的な内容について、これを提案審査に持ち越さないも
のとする。 

なお、入札参加者が１者の場合も、提案審査を行うものとする。 
 

4-2 審査の体制 

審査に当たっては、本市が設置した「市営住宅光星団地５号棟耐震改修ほか改善事業者選定
委員会」（以下「委員会」という。）において、落札者決定基準に関する審議並びに入札参加者
より提出された提案書類の審査を行い、最優秀提案者を選定する。 

 

4-3 参加資格審査（一次審査） 

本市は、入札説明書に記載した入札参加者が備えるべき参加資格要件（以下「参加資格要件）
を満たしているかどうかの確認を行う。なお、参加資格要件１項目でも当該要件を満たしてい
ることが確認できない場合は失格とする。 

 

4-4 提案審査（二次審査） 

(1) 入札価格の適格審査 

本市は、入札書に記載された入札価格が予定価格の範囲内であることを確認する。予定価格
を超える場合は失格とする。 

(2) 提案書の基礎審査 

本市は、提案書等に記載された内容が、要求水準書を満たしているか確認する。１項目でも
満たさないことが確認された場合は失格とする。ただし、本市が軽微な不備・不足と考えるも
のにあっては、必要に応じて個別に入札参加者に確認し、提案書全体に影響を及ぼすような重
大な問題がなく、部分的な訂正や対応のみで問題ないと本市が判断するものについてはその限
りではない。 

(3) 提案項目の適格審査 

提案審査書類について審査し、審査結果を技術評価点として定量化する。技術評価点は、60
点満点（価格評価点は 40 点）とする。 
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委員会では、「表１ 評価項目と配点」に示す評価項目、評価のポイント及び配点に従い、入
札参加者の技術提案書の内容について各委員が個別に加点評価し、平均点を技術評価点として
得点化する。なお、得点化に際しては、「表２ 各審査項目の得点化基準」に示す得点化基準に
より得点を付与する。 

 

表１ 評価項目と配点 

評価項目 評価の視点 配点 

１ 

事
業
全
体
に
関
す
る
事
項 

本 事 業 に 関 す
る基本方針 

事業目的及び事業内容を踏まえた基本方針の内容及び本事業に
対する取り組み内容となっている 

3 

14 事 業 の 実 施 体
制 

事業遂行に必要なマネジメントについての方針が明確となって
いる 
代表企業や他の構成企業の役割と責任分担が明確であり、実績・
能力のある者が業務遂行を行う体制となっている 
想定されるリスクが十分に検討され、構成企業間でのリスク分
担及びリスクが顕在化したときの対応が明確となっている 
緊急対応の体制が明確で、保険の付保などの有効な対応策が示
された提案となっている 

５ 

工程計画 設計業務及び施工方法について十分な検討がなされ、各種手続
を含め、期間内に事業を確実に実施できる計画となっている 

6 

２ 

整
備
・
施
工
計
画
に
関
す
る
事
項 

耐震性の確保 
対象建築の構造特性を考慮した適切な工法であり、建物の安全
性が確保される提案となっている 
提案する工法の実績等、技術的な根拠が明確となっている 

8 

42 

老 朽 化 部 分 の
改修、居住性の
向上、共同利用
設備の整備 

通風・採光・プライバシーの確保、寒冷地であること等に配慮
した居住空間が計画されている 
高齢入居者等の誰もが安全で快適な計画となっている 
良好な地域コミュニティの形成や交流を図るため、新設する集
会室の配置等について工夫された計画となっている 

8 

供 用 期 間 を 踏
まえた改修計画 

･本事業後 20 年程度の供用期間を考慮し、イニシャルコスト・ラ
ンニングコストのバランスを踏まえた合理的な水準の改修計画
となっている 

8 

（4）施工計画 

立地特性（狭小敷地、周辺道路の交通量等）を踏まえ、施工性・
効率性を考慮した施工計画となっている 
･施工及び工事監理において、2（3）を踏まえた品質確保の実現
に向けた具体的な提案が示されている 

9 

（5）施工中の安全確
保及び店舗営業
等への配慮 

･近隣住民や１・2 階の店舗利用者の安全性、店舗営業の継続性、
周辺施設に配慮した計画となっている 

9 

３ 

維
持
管
理

に
関
す
る
事
項 

維持管理計画 
･供用開始後の保守点検・維持管理における入居者負担の軽減及
びその容易さについて配慮がされている 

･将来の解体工事の容易さについて配慮がされている 
4 4 

計 60 
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表２ 各審査項目の得点化基準 

評価 評価基準 点数化の方法 

Ａ 提案が特に優れている 配点×１．００ 

Ｂ 提案が優れている 配点×０．７０ 

Ｃ 提案がやや優れている 配点×０．３０ 

Ｄ 提案が要求水準と同程度である 配点×０．００ 

 
5. 価格評価点の算出方法 

(1)入札価格は、次の方法により得点化し、価格評価点とする。 
ア 入札参加者のうち、最も低い価格を提示した入札価格の評価点を４０点満点とする。 
イ その他の入札参加者の入札価格は、次の方法により、最低入札価格の当該入札価格に対する割

合を用いて価格評価点として算出する。有効桁数は小数点第二位とし、小数点第三位を四捨五
入する。 

 

価格評価点＝ ｛ （最低入札価格） ／ （当該入札価格） ｝ × ４０点 

 
6. 最優秀提案の選定 

委員会は、4-４及び 5 の規定に従い算出した得点の合計得点が最も高い提案をした最優秀提案者を
選定し本市に答申する。 総合評価点は 100 点満点とする。なお、小数点以下の数値については、小数
点第三位を四捨五入して小数点第二位まで算出する。  

 

 

 

7. 落札者の決定 

本市は、上記審査の結果により選定された最優秀提案者を、契約の相手方となる落札者として決定
する。  

 
8．提案書に関するヒアリング 

委員会は、提案書の審査及び評価を行うにあたり、入札参加者に対してヒアリングを行う。ヒア
リング開催の詳細については、別途通知する。 

 
 

総 合 評 価 点 ＝ 技 術 評 価 点 ＋ 価 格 評 価 点 

（満点：100 点）  （満点：60 点）  （満点：40 点） 


